
132　Ⅴ　課税標準等

 ２　　法　　　　　　人　　　　　　都　　　　　　民　　　　　　税（令和５年度）　　　

法　　　　　　　　　　　　　　人　　　　　　　　　　　　　　税　　　　　　　　　　　　　　割　　　　　　　　　　　　　　額

現　　　　　　　　　　年　　　　　　　　　　度　　　　　　　　　　相　　　　　　　　　　当　　　　　　　　　　分

調  定  額 ①

事 業 年 度 数 税　    額 ② 税　    額 ③

人 件 千円 千円

   722 655    710 627   652 392 922   219 158 280

   679 352    680 793   646 078 058   219 157 116

   588 057    589 133   195 645 398   44 464 487

   91 295    91 660   450 432 660   174 692 630

本 都 本 店 分    51 896    52 093   393 507 805   155 046 430

他 府 県 本 店 分    39 399    39 567   56 924 855   19 646 200

   3 068    3 069   3 592 241 -                

   24 386    10 885   2 686 816 -                

   7 350    7 376    97 707 -                

   8 499    8 504 △  61 899    1 163

（備考）１ 「納税義務者数」は、当該年度中に確定したもの及び決定したものの合計数による。ただし、当該年度中の事業年度数が２以上の法人においては、 １納税義務者とする。
　　　　２ 「事業年度数」は１年、６ヶ月等の事業年度区分にかかわらず、それぞれ事業年度ごとに１件として計上している。
　　　  ３  ｢確定法人税割額」欄の事業年度数については、納付すべき税額のないもの及び予中間申告はあるが確定申告がないものについても計上している。

 (1)　調　　　　　　　　　　　　  定　　　　　　　　　　　　額

事　業　年　度　数 税　　　　　　額 ① 事　業　年　度　数 税　　　　　　額 ② 事 業 年 度 数

本 都 本 店 分

他 府 県 本 店 分

（備考）１ 「事業年度数」は１年、６ヶ月等の事業年度区分にかかわらず、それぞれ事業年度ごとに１件として計上している。
　　　  ２  ｢確定事業税額」欄の事業年度数については、納付すべき税額のないもの及び予中間申告はあるが確定申告がないものについても計上している。

　　 　 ３ 「所得課税分（外形対象法人分を除く）」は地方税法第72条の２第１項第１号ロに掲げる法人分、「収入金額課税分」は同項第２号、第３号及び第４号に掲げる事業分、「外形対象法人分」は同項第１号イに掲げる法人分を指している。

資 本 割 分 -                        198 432 142 -                         85 383 164

外 形 対 象 法 人 分    13 119   786 087 407    9 041   292 827 430

付 加 価 値 割 分 -                        393 947 772 -                         144 860 834

所 得 割 分    13 119   193 707 493    9 041   62 583 432

収 入 金 額 課 税 分    5 566   50 837 446    1 450   21 712 213

清 算 法 人    8 413   1 138 182     80    1 726

人 格 な き 社 団 等    7 375    364 653 -                       -                         

公 益 法 人 等    10 885   9 088 906 -                       -                         

特 別 法 人    10 701   12 159 169 -                       -                         

   35 056   49 190 208    9 332   13 771 185

   45 966   189 969 423    11 785   59 761 235

分 割 法 人    81 022   239 159 631    21 117   73 532 420

都 内 法 人    573 281   332 369 393    63 242   77 802 350

普 通 法 人    654 303   571 529 024    84 359   151 334 770

所 得 課 税 分    691 677   594 279 934    84 439   151 336 496

件 千円 件 千円

総 計    710 362  1 431 204 787    94 930   465 876 139

３　　法　　　　　　人　　　　　　事　　　　　　業　　　　　　税（令和５年度）　　　

区　　　　　　分

 現　　　　　　　　　　　　　 年　　　　　　　　　　　　　 度　　　　　　　　　　       

確　　定　　事　　業　　税　　額
　　　　確 定 事 業 税 額 に 対 応 す る

　　　　前 年 度 分 の 中 間 申 告 額

清 算 法 人    294 788     80

人 格 な き 社 団 等    454 109 -                 

公 益 法 人 等    991 904 -                 

特 別 法 人    878 332 -                 

分 割 法 人   40 136 646    28 402

  12 271 076    12 477

  27 865 570    15 925

都 内 法 人   53 167 302    67 863

普 通 法 人   93 303 948    96 265

千円 件

総 計   95 923 081    96 345

区　　　　　　分

均 等 割 額

納　　税

義 務 者 数

確 定 法 人 税 割 額
　　確定法人税割額に対応する

　　前年度分の中間申告額

事 業 年 度 数

（外形対象法人分を除く）
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 ２　　法　　　　　　人　　　　　　都　　　　　　民　　　　　　税（令和５年度）　　　

法　　　　　　　　　　　　　　人　　　　　　　　　　　　　　税　　　　　　　　　　　　　　割　　　　　　　　　　　　　　額

現　　　　　　　　　　年　　　　　　　　　　度　　　　　　　　　　相　　　　　　　　　　当　　　　　　　　　　分 過年度相当分 合 計 調 定 額

確 定 申 告 が 翌 年 度 中間納付額の 差 引 調 定 額 調   定   額

に な る 中 間 申 告 額 歳出還付額 ②－③＋④＋⑤ 調   定   額 ⑥   ＋   ⑦ ① ＋ ⑧

税    　額 ④   　        ⑤   　        ⑥  　          ⑦            ⑧

件 千円 千円 千円 千円 千円 千円

   96 716   797 472 865

   96 648   788 320 148

   67 965   274 436 987

   28 683   513 883 161

   16 190   438 869 940

   12 493   75 013 221

-               4 541 214

-               3 804 495

-                560 432

    68    246 576

（備考）１ 「納税義務者数」は、当該年度中に確定したもの及び決定したものの合計数による。ただし、当該年度中の事業年度数が２以上の法人においては、 １納税義務者とする。

　　　  ３  ｢確定法人税割額」欄の事業年度数については、納付すべき税額のないもの及び予中間申告はあるが確定申告がないものについても計上している。

 (1)　調　　　　　　　　　　　　  定　　　　　　　　　　　　額

過 年 度 相 当 分

確 定 申 告 が 翌 年 度 中間納付額の 差 引 調 定 額 合  計  調  定  額

に な る 中 間 申 告 額 歳出還付額 ①－②＋③＋④ 調　　定　　額 ⑤     ＋     ⑥

事 業 年 度 数 税　       額 ③                ④　                ⑤　                ⑥　

件 千円 千円 千円 千円 千円

 1 526 098 698

  640 505 821

         

  616 520 941

  362 336 225

  254 184 716

  201 397 144

  52 787 572

  12 619 093

  9 773 443

   408 975

  1 183 369

  55 021 216

  830 571 661

  209 535 526

  420 698 572

  200 337 563

　　 　 ３ 「所得課税分（外形対象法人分を除く）」は地方税法第72条の２第１項第１号ロに掲げる法人分、「収入金額課税分」は同項第２号、第３号及び第４号に掲げる事業分、「外形対象法人分」は同項第１号イに掲げる法人分を指している。

   472 069

  164 093 181   6 541 770   419 721 889    976 683

-                 

  75 873 545   2 045 991   209 043 597

  85 569 935   1 246 581   199 865 494

   8 831

   491 929

-                 

  325 536 661   9 834 342   828 630 980   1 940 681

   8 831

  23 634 311   2 231 234   54 990 778    30 438   1 650

 34 648

-                   -                     364 653    44 322

    68

-                   -                    9 088 906

   11 306     959   1 148 721

   684 537

-                 

   1 915 -                    12 161 084    458 009

-                 

    2

  6 143 461   198 549 842   2 847 302

   9 425   14 441 585   1 763 659

  4 010 607

   12 087   62 198 193

  51 624 267   1 163 305

   21 512   76 639 778   7 907 120   250 174 109

  158 539 454   21 898 546   600 632 254   15 888 687

   62 900

   84 412

  81 899 676   13 991 426   350 458 145   11 878 080

  158 552 675   21 899 505   623 395 618   17 110 203   84 482

   94 963   507 723 647   33 965 081  1 507 017 376   19 081 322

３　　法　　　　　　人　　　　　　事　　　　　　業　　　　　　税（令和５年度）　　　

相　　　　　　　　　　　　　　　当　　　　　　　　　　　　　分

   8 615    106 323

   6 353    1 719 △   54 990    6 778 △   48 212

-                -                 97 707

  3 662 882

-                -                2 686 816    125 775   2 812 591

-                -                3 592 241    70 642

  411 004 370

  62 742 145

  171 124 553   23 455 561   470 320 143   3 426 372   473 746 515

  21 663 273   3 215 464   62 157 392    584 753

  149 461 280   20 240 096   408 162 751   2 841 619

  6 988 055   695 016 200

  59 056 212   7 470 878   217 708 002   3 561 683   221 269 685

  230 180 765   30 926 439   688 028 145

  30 928 158   694 349 919   7 199 865   701 549 784

事 業 年 度 数

  230 187 118


